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吹田市子ども・子育て支援事業計画の一部変更の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 留守家庭児童育成室の入室希望者が急増しており、受入態勢の確保、特に指導員の確保が困難な 

ため、対象学年は当分の間、４年生までとします。 

○ ５、６年生の受入れを延期し、平成３２年度からの新たな計画の中で、受入方法等を検討します。 

○ 保育の担い手を確保し、留守家庭児童育成室の安定運営を行うため、平成３１年度までに全留守 

家庭児童育成室の３分の１を目途に、対象事業者を拡大しながら民間委託を進めます。 

放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）に係る計画を変更します。 


